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衆
議
院
議
員
石
毛
鍈
子
君
提
出
国
民
に
対
し
て
な
す
べ
き
財
政
状
況
報
告
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
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一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
「
印
刷
物
」
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
予
算
成
立
後
、
官
報
に
掲
載
す
る
「
財
政
法
第
四
十
六
条
に
基
づ
く
国

民
へ
の
財
政
報
告
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
過
去
五
年
間
に
お
い
て
も
、
毎
年
度
、
官
報
に
掲
載
し
て
き
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
報
告
に
お
い
て
は
、
予
算
編
成
の
前
提
と
な
っ
た
経
済
情
勢
及
び
予
算
編
成
の
基
本
方
針
、
予
算
の

規
模
、
予
算
に
織
り
込
ま
れ
た
社
会
保
障
、
公
共
事
業
等
の
各
般
の
施
策
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
行
い
、
財
政
の
果
た
す

役
割
、
機
能
に
関
し
、
国
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
て
お
り
、
国
民
へ
の
報
告
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え 

 

る
。 財

政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
「
講
演
」
と
し
て
位
置
付
け
て
は
い
な
い
が
、
国

民
の
理
解
に
資
す
る
た
め
、
国
の
財
政
状
況
、
予
算
の
概
要
等
を
幅
広
く
紹
介
、
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
講
演
を
各 

さ
ら
に
、
国
の
財
政
状
況
に
対
す
る
国
民
の
理
解
に
資
す
る
た
め
、
各
種
の
印
刷
物
に
よ
り
、
国
民
へ
の
広
報
に
努
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
石
毛
鍈
子
君
提
出
国
民
に
対
し
て
な
す
べ
き
財
政
状
況
報
告
に
関
す
る
質
問
に
つ
い
て
の
答
弁
書 
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四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
「
そ
の
他
適
当
な
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
国
民
に
報
告
す
る
に
当
た
り
、
テ
レ
ビ
等
の
媒
体
を
活
用
す
る
等
の

方
法
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
そ
の
他
適
当
な
方
法
」
と
し
て
位
置
付
け
て
は
い
な
い 

 
 

が
、
国
民
の
理
解
に
資
す
る
た
め
、
国
の
財
政
状
況
、
予
算
の
概
要
等
を
幅
広
く
紹
介
、
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

テ
レ
ビ
等
の
媒
体
を
通
じ
た
広
報
活
動
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
財
政
投
融
資
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
媒
体
を
通
じ
て
、
国
民
へ
の
広
報
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

毎
年
度
の
財
政
投
融
資
計
画
に
つ
い
て
は
、
財
政
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
い
う
「
予
算
」
の
一
部
と
し
て
、
同
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
毎
年
度
、
予
算
成
立
後
「
財
政
法
第
四
十
六
条
に
基
づ
く
国
民
へ
の
財
政
報
告
」
の
官
報
掲
載
に
よ
り
、
国

民
に
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

年
度
全
国
各
地
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
公
庫
、
公
団
を
始
め
、
特
殊
法
人
の
財
務
内
容
に
つ
い
て
は
、
財
務
諸
表
等
の
事
務
所
備
え
付
け
、
決
算
等
の
官 

四 

 



 

 

五 

報
掲
載
、
特
殊
法
人
資
料
閲
覧
室
の
整
備
等
に
よ
り
公
開
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

財
政
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
、
財
政
状
況
の
報
告
（
官
報
掲
載
）
を
行
う
と
と
も
に
、
同
条
第
二
項
に
基
づ

き
、
四
半
期
ご
と
の
予
算
使
用
の
状
況
に
つ
い
て
、
税
目
別
の
租
税
収
納
状
況
、
一
般
会
計
の
所
管
、
組
織
、
項
別
の
支
出

済
歳
出
状
況
、
特
別
会
計
及
び
政
府
関
係
機
関
別
の
収
支
状
況
を
、
ま
た
、
四
半
期
ご
と
の
国
庫
の
状
況
に
つ
い
て
、
財
政

資
金
対
民
間
収
支
、
国
庫
対
日
銀
収
支
及
び
政
府
預
金
の
残
高
等
を
報
告
（
官
報
掲
載
）
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
財
政
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
毎
月
の
税
目
別
の
租
税
収
納
状
況
、
一
般
会
計
の
所
管
別
支

出
済
歳
出
状
況
、
特
別
会
計
及
び
政
府
関
係
機
関
別
の
収
支
状
況
を
報
告
（
官
報
掲
載
）
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
に
、
国
民
の
理
解
と
合
意
に
基
づ
い
て
、
財
政
構
造
改
革
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

今
後
と
も
、
財
政
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
行
う
と
と
も
に
、
様
々
な
方
法
に
よ
り
財
政
状
況
に
対
す
る
国

民
の
理
解
を
求
め
る
べ
く
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 


